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はじめに=

複数の国で当局（検察を含む）による調査を受けたとき、または受
けそうなとき、企業は以下の点に注意する必要があります。 

 秘匿特権 
国によっては、弁護士と依頼者とのやり取りや弁護士のアドバイ
スなどが当局の調査の対象外になることがあります（これを「秘
匿特権」といいます）。秘匿特権が認められる場合でも、「依頼
者」の範囲は何か、企業内弁護士とのやり取りなどが保護の対象
となるか、どのような場合に秘匿特権を放棄したものとみなされ
るかについて確認する必要があります。 

 自主申告 
国によっては、法令違反行為を自主申告した場合に、制裁が免除
されたり、軽減されることがあります。自主申告の義務の有無や
自主申告の利害得失に注意が必要です。 

 和解 
国によっては、法令違反行為が公式に問題になる前の段階、また
は正式な決定が出される前に、当局と「和解」で問題を解決でき
ることがあります。和解による解決が可能かどうか、またはどの
ような解決が認められているかを考慮しなくてはなりません。 

本書では、以下の国（地域）における秘匿特権、自主申告、和解の
概要を紹介します。 

 中国 
 香港 
 フランス 
 ドイツ 
 イタリア 
 英国 
 米国 
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アジア 

中国 
秘匿特権 
中国法の下では、秘匿特権という考え方はありません。弁護士は、
依頼者などが国家や公共の安全を脅かしたり、第三者の身体生命、
財産に重大な損害を生ぜしめるような犯罪を犯したり、犯そうとし
ている場合、依頼者の秘密情報を秘匿する義務はありません。しか
し、金融業界を監督する 3 つの委員会に関連する法律は、当局が調
査により得た企業秘密やその他の秘密情報を保護することを定めて
います。この委員会とは、中国証券監督管理委員会(CSRC)、中国銀行
監督管理委員会(CBRC)、および中国保険監督管理委員会(CIRC)です。 

中国の民事訴訟法は、当事者が訴訟の中で和解交渉を行った場合に、
その交渉が失敗し訴訟が続いても、和解交渉中の譲歩などを相手方
に不利な証拠として使ってはならないと定めています。しかし、こ
の条項が監督行政に関する法的手続に適用されるかははっきりして
いません。 

自主申告 
証券会社、銀行、保険会社は、問題となる事件や法令違反行為を
CSRC、CBRC、CIRC に定期的に報告し、情報を開示することを義務
づけられています。 

また、法令違反については、その都度報告することも必要です。例
えば、証券取引市場、証券会社、証券登録業者、決済機関、証券サ
ービス業者、およびその従業員は、取引で違反行為が発見された場
合、CSRC に報告しなければなりません。 

法令違反行為についての申告義務違反に関し制裁を課す規定はあり
ません。しかし、実務的には、意図的な違反や重大な除外があった
場合は行政処分を受ける可能性があります。 

和解 
法令違反に関する和解は公式には認められていません。しかし、行
政処分に関する和解については導入が検討されています。地方レベ
ルでは、行政監査で調停や和解が使われています。2006 年 10 月の記
者会見で、中国最高人民法院の首席大裁判官の肖揚は「行政処分に
関する争いに関し、調停を使う可能性を調査、研究すること」を奨
励しています。この発言以降、いくつかの省においては、行政事件
で和解を認める規定が試験的に施行されています。しかし、これら
の規定は、行政機関により開始された訴訟というより、行政機関に
対する訴訟を対象としているものと思われます。 
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香港 
秘匿特権 
秘匿特権は、香港証券先物規則により認められています。秘匿特権
の保護の対象となる書類は、香港規制当局(SFC)に提出する必要があ
りません。しかし、法的助言にかかる秘匿特権と、訴訟にかかる秘
匿特権では保護の対象となる書類が異なります。訴訟にかかる秘匿
特権では、行政手続で作成された書類は保護されないこともありま
す。したがって、上場企業が行政手続で作成された書類の提出を避
けようとするには、法的助言にかかる秘匿特権しかないことに留意
する必要があります。さらに、法的助言にかかる秘匿特権の範囲は
定かではなく、弁護士と依頼者の間の全ての情報が保護されるわけ
ではないことに注意が必要です。 

そのほか、「without prejudice（将来争う権利を留保）」とされたや
り取りも秘匿特権の対象となります。こうした書類の存在は本来開
示されるべきですが、和解交渉の証拠となる書類は（実際に、
「without prejudice」と書面に印字されているか否かを問わず）、開
示されません。 

秘匿特権は任意に放棄することができ、放棄することにより制裁金
の減免を申請することができます。しかし、秘匿特権を放棄しない
ことは当局への非協力とはみなされませんし、制裁措置を決定する
際に処分を重くする要素になるとは考えられません。 

自主申告 
認可業者や登録業者は、以下の規則等について重大な違反行為があ
った場合、ただちに SFC に報告しなければなりません。 

 SFC により実施、公布された法律、規則等の全て 

 業者が加盟する清算機構や証券取引所の規則 

 関連する規制当局の要請 

認可業者や登録業者は、業者自身、その従業員、顧客との業務を依
頼した者、あるいは他の免許、登録業者が違反行為をしたと考えら
れた場合、当局に報告しなければなりません。 

認可業者や登録業者は、規制当局、業界団体、取引所から処分を受
けたとき、事業に必要な免許、許可、承認の拒絶、停止、取消など
を受けたときは、それを当局に報告しなければなりません。 

和解 
SFC は、和解による制裁手続の終了に同意することもありますが、
それは投資家や公益に適う場合に限定されます。規制業者は、SFC
に和解案を提出でき、和解案は個別に検討されます。SFC は、事案
の状況からして和解を妥当と考えた場合、責任を認めさせたり正式
な処分を課すことなく、自主的な支払で手続を終了させることもあ
ります。 
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SFC は、SFC への協力についてガイドラインを発行しており、規制業
者による協力を評価する方法を説明しています。SFC へ協力した場
合、協力しない場合よりも処分が軽くなる可能性があります。個々
の事実関係により異なるものの一般的には、処分が最大限軽減され
る場合で、処分の一段階軽減か（例えば、免許の取消から一時停止
に変更）、または 33%の減額になります。合意についての議論は、
当事者同士が同意した場合を除き、全て「without prejudice」として
扱われます。 
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欧州 

フランス 
秘匿特権 
原則として、法律事務所に属する弁護士と依頼者間のやり取りは、
第三者に開示される前提で依頼された意見書を除いて、全て秘匿特
権による保護の対象になります。そのため、調査の対象となった企
業や個人は、フランスの規制当局である Authorité des Marchés 
Financiers (AMF)から情報提供を求められた場合、それを拒むことが
認められます。ただし、企業内弁護士が作成した書類は、秘匿特権
の保護の対象になりません。 

自主申告 
自主申告の一般的な義務はありません。しかし、2005 年以降、金融
機関、投資会社、その他規制市場の参加者は、インサイダー取引や
市場操作の疑いのある金融取引があった場合、AMF に報告する義務
があります。 

和解 
法令違反については、和解は認められていません。しかし、和解手
続の導入が検討されており、AMF の事務総長は「AMF は規制に関す
る調査で和解によって解決する権限を持つべきだと思う」と述べて
います。 

ドイツ 
秘匿特権 
弁護士は、依頼者に関する全ての情報を秘匿する義務があります。
その結果、弁護士は裁判や依頼者に対する調査手続きの際に証言さ
せられることはなく、弁護士が作成した書類も弁護士が保管してい
る限り提出させられることはありません。しかし、その書類が企業
によって保管されていた場合には、保護されません。ドイツ規制当
局である BaFin に対しては、企業秘密に関する秘匿特権はありません。
しかし、BaFin は、調査で得た秘密情報を開示しない義務があります。 

自主申告 
原則として、法令違反を自主申告する一般的な義務はありません。
唯一の法的義務は、BaFin から求められた情報を開示することです。
さらに、保有を義務づけられている資産に関わるリスクや、市場操
作やインサイダー取引の疑いについても報告する義務があります。
しかし、実際には企業が自己申告するのは、BaFin が正式な調査を始
める直前であるのが普通です。 

和解 
BaFin は、公の方針としては和解による解決を奨励していません。た
だし実際には、強制的な手続を避けるために、企業は BaFin との協力
関係を改善すべきでしょう。しかし、強制的な手続を和解によって
終了させることは難しいでしょう。 
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イタリア 
秘匿特権 
依頼者と弁護士の間の全ての情報と、依頼者のために弁護士が作成
した書類の全てが秘匿特権により保護されます（ただし、弁護士自
身が違法行為に関与した場合を除きます）。その結果、弁護士が作
成した書類は、調査手続の際に保護されます。 

しかし、実際に警察または規制当局の立入調査が行われた場合、保
護対象とされる書類であっても提出を拒否することは難しいでしょ
う。この場合、警察や規制当局による関連書類の押収を防ぐことは
ほとんど不可能であり、本来秘匿特権の保護対象となる書類も例外
ではありません。 

そのため、実際に秘匿特権で保護されるのは、外国の裁判所、関連
する検察、規制当局または警察から書類の提出を請求された場合で
す。 

自主申告 
原則として、法令違反を自主申告する一般的な義務はありません。
法律上の義務は、市場操作やマネーローンダリングの疑いがある金
融取引の報告と、規制当局に要求された情報を開示することです。 

また、以下の点に考慮が必要です。 

 上場企業や金融機関の監査役会は、イタリア規制当局である
Consob に、監査の際に発見された重大な不正について報告する義
務があります。もし、取締役がその義務に違背して、企業やその
子会社に重大な損害をもたらす違反行為をしているという根拠の
ある疑いがある場合、監査役会はその事実を裁判所や検察当局に
報告することができます。監査役会は、企業や組織から独立した
個人で構成されています。監査役会は、企業や組織の法律や規則
のコンプライアンスを監督し、企業統治の実効性を監視します。
外部監査人も監査役会と Consob に対して、不正行為の報告義務が
あります。 

 イタリアには、刑事事件について法人を罰する法律があります。
この法律は、社内監督委員の導入により、犯罪行為の発見、回避、
防止について定めています。それ以外には、企業には外部への報
告義務はありません。 

 イタリア法では、自己の罪を報告しないことを犯罪とする規定を
避ける、という一般的な原則があります。 

和解 
法令違反や刑事事件で、自主的な制裁金の支払や司法取引により解
決できる場合を除き、公式の強制手続を和解により終了させること
は不可能です。Consob は、法令違反や違法行為を改めるためには、
企業の協力が望ましいと考えています。 
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英国 
秘匿特権 
英国法で秘匿特権の対象と定められた「保護対象物」は、開示する
義務がありません。この中には、法的助言の授受、法的手続のため
の弁護士（企業内弁護士、または外部の弁護士であるとを問いませ
ん）とのやり取りが含まれます。しかし、「保護対象物」は、秘匿
特権に関する一般的な英国法の概念と同じではありません。その違
いについては、まだ検証が必要です。 

実際には、英国規制当局である金融サービス庁(FSA)は、秘匿特権に
より保護される情報を自主的に提出することを求めます。企業は、
この要求に応じるかどうかを、その結果について熟慮した上で決断
を下す必要があります。 

自主申告 
企業には、(海外を含む）規制当局に対し、率直かつ協力的な姿勢で
臨み、FSA が企業に要求する合理的な理由がある情報を FSA に開示
する義務があります。資格を認められた個人には、類似の義務が課
せられています。一般的に、企業の FSA への報告義務について責任
を負っていない個人は、社内で報告することにより、その責任を免
れることができます。 

自主申告を怠るなど上記の規定に違反すると、企業または個人の法
令違反となり、制裁につながる可能性があります。FSA は、（報告
されなかった）本来の違反行為の制裁手続を行い、報告の懈怠は、
本来の違反行為に対する制裁を加重させることになります。自主申
告をするか否か、またするとしてもどのように申告するかについて
慎重な検討が必要です。 

和解 
FSA は、和解による解決を強く推奨し、2003 年 10 月以降に制裁金を
課せられた事件の 80 パーセントは和解によるものです。 

調査手続と制裁手続のどの段階においても、和解による解決は可能
ですが、実際は調査が大部分終了した後に交渉が始まるのが一般的
です。早期和解を勧奨するために、課徴金の減額という形が取られ
ます。課徴金の減額は、最大 30 パーセントになることもありますが、
手続上のどの段階で和解するかに応じて変動します。交渉は、FSA
の担当者との間で、「without prejudice」という条件で行われます。
和解の内容は、最終通知に記載され、他の規制措置と同様に公表さ
れます。 
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米国 

秘匿特権 
弁護士と依頼者間の情報は、全て秘匿特権で保護され、どの政府機
関も秘匿特権を強制的に放棄させることはできません。しかし、歴
史的には、米国の規制当局（米証券取引委員会(SEC)および米司法省
(DOJ)）は、協力した企業を有利に取り扱うことを条件に、秘匿特権
を放棄するよう求めてきました。このような手法が厳しく批判され
たため、両当局は、制裁手続と刑事訴追のガイドラインを改訂し、
秘匿特権の放棄に対して以前ほど強圧的ではなくなっています。 

自主申告 
法令で定められている SEC または DOJ への自主申告の義務は比較的
少なく、特別の場合に限られています。しかし、実務的には、SEC
と DOJ は、速やかな自己申告を奨励しており、SEC や DOJ が制裁措
置を取る場合には、申告の時期が考慮されます。 

他方、米金融取引業規制機構(FINRA)は、会員に対し、広範な場合に
おいて、自主申告するよう求めています。例えば、会員（または会
員と関連する人）が、証券法または規制、政府機関、自主規制機関、
業界団体の規則または行動規範に違反した場合、もしくは公正取引
の原則に反した場合などです。この義務は、外部機関が違反を発見
した場合、または会員自身が違反を確認した場合に（例えば、内部
調査が行われた後）に生じます。 

和解 
制裁措置の対象となる当事者が法的責任を認否せず、制裁金を払う
ことに同意することが一般的です。和解が成立した際には、SEC は
連邦裁判所における民事訴訟または行政手続において、制裁措置の
詳細を明記した申立てを行います。 

FINRA の調査を受け、制裁措置を通知されている会員は、いかなる
段階においても和解を申し出ることができます。制裁部門が和解の
申立てを認めた場合は、FINRA の処分を検討し、可否を決定する 
National Adjudicatory Council (NAC)に引き継ぎます。もし、審問が始
まった後に和解が申請された場合には、NAC に引き継ぐ前に審問委
員会の承認を得なければなりません。 

企業が刑事告発を受けた場合の悪影響は非常に大きく、企業にとっ
て DOJ との和解への強い動機になります。最近では、DOJ は不訴追
合意（Non-prosecution agreement (NPAs)）および訴追猶予合意
(Deferred prosecution agreement (DPAs)）を使って調査を和解で終了さ
せています。これらの合意の下では、調査対象企業が合意の内容に
従うことを前提に刑事告発しないことに合意し（NPAs の場合)、一
定期間訴追を猶予し、期間が過ぎた場合は、起訴しないこととしま
す（DPAs の場合)。 
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